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資  料 
   

高山市都市公園条例の一部を改正する条例の概要について 

 

１．都市公園の設置に関する基準 

  国の参酌基準（現行と同じ。）と同じ内容とする。 

 

（１）住民１人当たりの都市公園の敷地面積関係 
住民１人当たり

の都市公園の敷

地面積の標準 

（第３条の２） 

都市計画区域内 

・１０㎡以上 

市街地（家屋が密集し、街区が繋がっている地域）内 

・５㎡以上 

 

（２）都市公園の配置及び規模関係 
都市公園の配置

及び規模の基準 

（第３条の３） 

配置基準 

 ・都市公園の目的に応じて、利用することが見込まれる居住者が容易

に利用できるように配置 

標準面積 

 ・主に街区（街路に囲まれた一区画）内に居住する市民が利用する都

市公園の面積：０．２５ｈａ 

 ・主に近隣に居住する市民が利用する都市公園の面積：２ｈａ 

・主に徒歩圏域内に居住する市民が利用する都市公園の面積：４ｈａ 

 

（３）公園施設の設置関係 
公園施設の設置

基準 

（第３条の４） 

建ぺい率（建築面積の総計の敷地面積に対する割合） 

 ・公園施設として設けられる建築物    ： ２％以内 

（特例） 

次の公園施設を設置する場合は、上記の建ぺい率に加えて次の率を

上乗せできる。 

・休養施設、運動施設、教養施設等    ：１０％以内 

・休養施設等のうち、国宝、重要文化財等 ：２０％以内 

・屋根付広場等             ：１０％以内 

・仮設公園施設             ： ２％以内 

 


